
　
　

秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症の
５類感染症への位置付け変更後の対応について

令和５年４月２７日



位置付け変更後の基本的感染対策の考え方
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 個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組を
基本としたもの

法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み

現行

５月８日以降



5月8日からの新型コロナ医療費等の変更点

医療費は自己負担ありの保険診療になります。
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5月7日まで 5月8日から

検査キット配付事業 終了

外来

初診料など 自己負担あり 自己負担あり
（保険診療）

陽性判明後の治療 自己負担なし
自己負担あり

入院 自己負担なし

自己負担あり
保険診療、月
最大２万円の
軽減措置

保険診療、高額
治療薬は自己負
担なし



医療体制、患者等への対応の変更

５類移行に伴う県民の不安に対応するため、24時間相談できる案内窓口を継続します。
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５月７日まで ５月８日から

医療体制

患者等への対応

終了

総合案内窓口（24時間体制） ※オンライン診療含む

検査キット配付・陽性者登録
センター事業

自宅療養支援
（食料品配送・ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ貸出等）

受診できる医療機関名公表

特定の医療機関 幅広い医療機関

新型コロナの専門的治療を担う病院への入院

全ての病院での入院

外来

入院

宿泊療養施設  ※ 3→県央1施設 （入所者負担あり・隔離目的の入所終了）



幅広い医療機関で診療

内科、小児科、耳鼻科では、かかりつけであるか否かにかかわらず診療
できる体制を目指します。

受診医療機関を探しやすく

全ての外来対応医療機関を公表します。

外来体制の変更

幅広い医療機関での外来診療体制を目指します。
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　　24時間受付

☎0570-011-567
ナビダイヤルで知りたい情報の番号を選択すると、ウェブサイトのURLが携
帯電話にSMSで届きます（固定電話では利用できません）。

自動音声案内

8時～17時

17時～翌8時

☎018-895-9176
☎018-866-7050質問の内容に応じた案内があります。

症状によっては、医師または看護師が対応します。

総合案内窓口

必要な情報がLINEで受け取れます。

LINE相談
「新型コロナ対策パーソナルサポート」

　



※確保病床：入院に備えてあらかじめ空けて確保する病床

 軽  症  ： 肺炎なし 

   中等症Ⅰ： 呼吸困難、肺炎

   中等症Ⅱ： 酸素投与が必要

   重      症： 集中治療室に入室、又は人工呼吸器が必要

入院体制の変更

これまでの最大入院者数を全６４病院で受け入れる体制にします。
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23病院、確保病床272床
軽症～重症

全64病院、550床

５月７日まで：23病院、確保病床※272床 最大入院者数545人
                      （令和4年12月23日）

21病院、確保病床130床
中等症Ⅱ、重症

５月８日から：全64病院550床



受診先にお困りのときなど

助言

　入院 

新型コロナ患者受診の流れ（5月8日～9月末）

総合案内窓口
(受診等の相談
体調急変時の相談)

自己検査
 ・検査キット購入
 ・薬局等で検査

陽性反応が出た方   
　
　自宅療養

(又は
施設内療養) 

　
宿泊療養 

幅広い
医療機関外来対応

医療機関

 
幅広い
医療機関

症状がつらいときなど

医師が宿泊療養と判断
（65歳以上）

医師が入院と判断

医師が自宅療養と判断

体調が悪化したとき

基礎疾患のない方など

医療機関に事前連絡
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薬局に事前連絡



新型コロナワクチン接種

令和５年度も自己負担はありません。
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対 象 春夏（５∼８月） 秋冬（９∼12月）

高齢者など重症化リスクの高い方や
医療従事者など ○ ○

上記以外の５歳以上の方 ○

ワクチン接種は強制ではありません。
接種を受けていない人を差別することのないようお願いします。

新型コロナ
ワクチン情報



患者発生情報公表の変更

患者発生情報公表が毎日から週１回（毎週木曜日）になります。
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月 火 水 木 金 土 日

5/１
全数把握

２ ３ ４ ５ ６ 7
全数終了

８
定点把握
開始

９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18
県公表

19 20 21

22 23 24 25
県公表

26 27 28

週次報告（月曜～日曜）を翌週木曜日に公表

日々の報告を毎日公表



新型コロナ患者の療養

5月8日から、感染症法に基づく外出自粛は求められません。
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0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日

(例)5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18

症状が
現れた日

症状が現れた日から５日間、かつ、
症状軽快後24時間が経過するまで

発症後10日が経過するまでマスク着用や、
重症化リスクのある方への接触を控える
など配慮

外出を控えるかどうかは、個人の判断になります。

「濃厚接触者」の特定はしません。

外出を控える推奨期間・周りの方への配慮



基本的な感染対策
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医療機関・薬局に受診等で行く時
医療機関や高齢者施設等に訪問する時
通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗車する時

マスク着用が推奨される場面

基本的感染対策 今後の考え方

マスクの着用 
着用は個人の判断に委ねることが基本
一定の場合にはマスク着用を推奨

換気
一律に求めることはしないが、引き続き有効

手洗い等の手指衛生

「三つの密」の回避
人と人との距離の確保

一律に求めることはしないが、流行期において有効
（避けられない場合はマスク着用が有効）



新型コロナ抗原定性検査キット

「研究用」ではなく国が承認した「医療用」もしくは

「一般用」のキットを準備してください。

解熱鎮痛薬

かかりつけ薬剤師・薬局にお気軽にご相談ください。

体温計・日持ちする食料も用意しましょう。

連絡先の確認

体調不良時に備えて連絡先を確認しておきましょう。

発熱などの体調不良時の備え

検査キット・解熱鎮痛薬等を準備しましょう 
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（一般用）　（医療用）



５類移行に伴う変更等（その他）
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 事業者に関する
 取組

業種別ガイドラインの
作成・見直し等

業種別ガイドライン
は廃止

事業者の判断や
自主的取組

 イベント開催
 制限

参加者数や収容率の制限
開催制限は廃止

自主的な感染対策の
取組

 学校での出席
 停止期間

発症した後７日を経過
５日を経過し、かつ、
症状が軽快後１日を
経過するまで

現行 ５月８日以降



　
　

秋田県公式サイト 
美の国あきたネット
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49784

秋田県 新型コロナウイルス感染症 
保健医療情報ポータルサイト
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/corona_portal

ⓒ2015秋田県 んだッチ

連休を迎え、人流や交流が活発に
なることが予想されることから、
引き続き、基本的な感染対策を

お願いします。
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